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〔議第６９号〕 

   美濃加茂市監査委員条例及び美濃加茂市水道事業及び下水道事業の設置等に

関する条例の一部を改正する条例について 

【議案書：１３頁】 

◎ 改正の概要 

○ 法改正情報 

公布された法令 地方自治法の一部を改正する法律（令和５年法律第１９

号） 

条例改正に影響

する施行日 

令和６年４月１日 

改正された法令 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

条例改正に影響

する条 

第２４３条の２の２ 

○ 条例改正趣旨 

地方自治法の一部を改正する法律が令和５年５月８日に公布されたこと

に伴い、所要の改正を行うものです。 

◎ 改正の主な内容 

第１条 美濃加茂市監査委員条例の一部改正 

 〇 新規の条追加に伴う条ずれの解消（第３条関係） 

新たな条文が追加されたことにより発生した条ずれを解消するために

「第２４３条の２の２第３項」を「第２４３条の２の８第３項」に改めます。

第２条 美濃加茂市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改

正 

〇 新規の条追加に伴う条ずれの解消（第６条関係） 

新たな条文が追加されたことにより発生した条ずれを解消するために

「第２４３条の２の２第８項」を「第２４３条の２の８第８項」に改めます。

◎ 施行期日（附則） 

この条例は、令和６年４月１日から施行します。 
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〔議第７０号〕 

   美濃加茂市部設置条例の一部を改正する条例について 

【議案書：１５頁】 

◎ 改正の概要 

今年度から機構改革の方針として、一つ一つの係及び課を大きくすること

により、ジョブローテーションや主担当、副担当の設定といったことができる

体制をつくり、円滑な市政運営が継続できる組織作りを進めています。これに

伴い、係及び課を大きくするため、８つある部を７つにするものです。 

◎ 改正の主な内容 

○ 都市政策部を建設水道部に統合（第１条及び第２条関係） 

   都市政策部の分掌事務を建設水道部に移管します。 

○ 事務分掌の移管（第２条関係） 

「戸籍及び住民基本台帳に関すること。」を総務部から市民福祉部に移管

します。 

◎ 施行期日（附則） 

○ 施行期日（第１項） 

   この条例は、令和６年４月１日から施行します。 

○ 美濃加茂市中部台地住居地域地区計画及び工業地域地区計画の区域内に

おける建築物の制限に関する条例の一部改正（第２項） 

   「都市政策部」を「建設水道部」に変更します。 
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〔議第７１号〕 

   美濃加茂市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例について 

【議案書：１８頁】 

◎ 改正の概要 

現在、委員の任期を２年とした常設の附属機関となっている美濃加茂市行

政不服審査会について、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第８１条

第２項の規定に基づき、当市の不服申立ての状況等を鑑みて、不服申立てに係

る事件ごとに設置するよう改正を行うものです。 

また、学校で実施する検尿において医師から意見を聞く場を設けることで、

より精度の高い検査を実施し、児童生徒の腎疾患の早期発見につなげるため、

美濃加茂市学校検尿判定委員会を設置するものです。 

◎ 改正の主な内容 

第１条 美濃加茂市附属機関の設置に関する条例の一部改正

〇 別表（第１条―第４条関係） １ 市長の附属機関の改正 

美濃加茂市行政不服審査会の設置根拠及び委員の任期の改正を行いま

す。 

第２条 美濃加茂市附属機関の設置に関する条例の一部改正

〇 別表（第１条―第４条関係） ２ 教育委員会の附属機関の改正 

教育委員会の附属機関として、美濃加茂市学校検尿判定委員会を新たに

加えます。 

所掌事項 学校で実施する検尿の結果判定に関すること。

委員の構成 加茂医師会所属の医師 

委員の定数 ３人以内 

委員の任期 ３年 

◎ 施行期日等（附則） 

〇 施行期日（第１項）

この条例は、令和６年１月１日から施行し、第２条及び次項の規定は、

令和６年４月１日から施行します。 

〇 美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部

改正（第２項）

   別表に「美濃加茂市学校検尿判定委員会委員」を加えます。 

   ※日額 １６，０００円（職務の時間が２時間以上４時間未満の場合は

８，０００円、２時間未満の場合は４，０００円）。ただし、仮判定を
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行った委員については、１件当たり５００円を加算します。 
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〔議第７２号〕 

   美濃加茂市印鑑条例の一部を改正する条例について 

【議案書：２２頁】 

◎ 改正の概要 

〇 法改正情報 

公布された法令 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関 

する法律（令和３年法律第３７号） 

条例改正に影響

する施行日 

令和５年５月１１日 

改正された法令 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認

証業務に関する法律（平成１４年法律第１５３号） 

条例改正に影響

する条 

第３条、第１６条の２、第２２条及び第３５条の２ 

〇 条例改正趣旨

利用者証明用電子証明書を移動端末設備（スマートフォン）に記録するこ

とが可能となったことに伴い、コンビニエンスストア等に設置してある多

機能端末機（マルチコピー機）における印鑑登録証明書の交付申請方法を拡

充するものです。 

◎ 改正の主な内容 

多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請方法の改正（第１０条の２ 

関係） 

個人番号カードに加え、利用者証明用電子証明書が記録された移動端末設 

備を使用して多機能端末機から印鑑登録証明書の交付申請ができるように改

正を行います。 

◎ 施行期日（附則） 

この条例は、令和６年１月１日から施行します。 
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〔議第７３号〕 

   美濃加茂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例

について 

【議案書：２４頁】 

◎ 改正の概要 

令和５年８月７日に行われた人事院勧告に基づき、民間給与との較差を解

消するため、給料表の水準を引き上げる改正を行うものです。 

また、民間の特別給（ボーナス）の支給割合との均衡を図るため、期末手当

の支給月数を０．１０月分引き上げる改正を行うものです。 

◎ 改正の主な内容 

第１条 美濃加茂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正 

○ 給料表の水準の改定（第７条関係（別表）） 

民間給与との較差を解消するため、一般職の給料表に併せて改定します。

○ 期末手当の引上げ（第９条関係） 

   令和５年度の期末手当の支給月数を令和４年度と比較して年間で０．１

０月分引き上げ、３．４０月とし、引上げ分については、１２月の支給月数

に加算します。 

第２条 美濃加茂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正 

 ○ 期末手当の引上げ（第９条関係） 

   令和６年度の期末手当の支給月数を令和４年度と比較して年間で０．１

０月分引き上げ、３．４０月とし、引上げ分である０．１０月分を６月と１

２月に０．０５月ずつ振り分け、それぞれ１．７０月とします。 

 【参考】期末手当の見直し  

区 分 
現行 

（R5.4.1時点） 

改正後 

（R5.12.1時点） 

改正後 

（R6.4.1時点） 
引上げ分 

６月支給割合 １．６５月 １．６５月 １．７０月  

１２月支給割合 １．６５月 １．７５月 １．７０月  

合 計 ３．３０月 ３．４０月 ３．４０月 ０．１０月 

◎ 施行期日等（附則） 

〇 施行期日等（第１項及び第２項）

   この条例は、公布の日から施行します。ただし、第２条の規定は、令和６
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年４月１日から施行します。 

   第１条の規定による改正後の規定は令和５年４月１日から適用します。 

〇 給与の内払（第３項）

第１条の規定による改正後の規定を適用する場合においては、同条の規

定による改正前の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改

正後の規定による給与の内払とみなします。 
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〔議第７４号〕 

   美濃加茂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部

を改正する条例について 

【議案書：２７頁】 

◎ 改正の概要 

令和５年８月７日に行われた人事院勧告を受けた国家公務員の一般職及び

特別職の給与改定に準じ、市議会議員の期末手当を引き上げるため条例を改

正するものです。 

◎ 改正の主な内容 

第１条 美濃加茂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条

例の一部改正 

○ 期末手当の引上げ（第５条関係） 

   令和５年度の期末手当の支給月数を令和４年度と比較して年間で０．１

０月分引き上げ、４．５０月とし、引上げ分については、１２月の支給月数

に加算します。 

第２条 美濃加茂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条

例の一部改正 

 ○ 期末手当の引上げ（第５条関係） 

   令和６年度の期末手当の支給月数を令和４年度と比較して年間で０．１

０月分引き上げ、４．５０月とし、引上げ分である０．１０月分を６月と１

２月に０．０５月ずつ振り分け、それぞれ２．２５月とします。 

 【参考】期末手当の見直し  

区 分 
現行 

（R5.4.1時点） 

改正後 

（R5.12.1時点） 

改正後 

（R6.4.1時点） 
引上げ分 

６月 

支給割合 
２．２０月 ２．２０月 ２．２５月  

１２月 

支給割合 
２．２０月 ２．３０月 ２．２５月  

合 計 ４．４０月 ４．５０月 ４．５０月 ０．１０月 

◎ 施行期日等（附則） 

 〇 施行期日等（第１項及び第２項） 

   この条例は、公布の日から施行します。ただし、第２条の規定は、令和６
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年４月１日から施行します。 

第１条の規定による改正後の規定は令和５年１２月１日から適用しま

す。 

〇 期末手当の内払（第３項）

第１条の規定による改正後の規定を適用する場合においては、同条の規

定による改正前の規定に基づいて支給された期末手当は、同条の規定によ

る改正後の規定による期末手当の内払とみなします。 
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〔議第７５号〕 

   美濃加茂市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

【議案書：２９頁】 

◎ 改正の概要 

〇 法改正情報 

公布された法令 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一

部を改正する法律（令和５年法律第１４号） 

条例改正に影響

する施行日 

令和５年９月１日 

改正された法令 新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律

第３１号） 

条例改正に影響

する条 

第２６条の８、第４４条 

〇 条例改正趣旨 

地方公共団体の事務の代行等の対象が「新型インフルエンザ等緊急事態措

置」から「特定新型インフルエンザ等対策」へ拡大されたことに伴い、当該

対策の実施のために派遣された職員に支給することができる手当の名称が

変更されたため、所要の改正を行うものです。 

   また、令和５年８月７日に行われた人事院勧告に基づき、民間給与との較

差を解消するため、給料表の水準を引き上げ、民間の特別給（ボーナス）の

支給割合との均衡を図るため、期末勤勉手当の支給月数を０．１０月分（再

任用職員については０．０５月分）引き上げる改正を行うものです。 

◎ 改正の主な内容 

第１条 美濃加茂市職員の給与に関する条例の一部改正 

〇 手当の種類及び災害派遣手当等に関する規定の改正（第２条、第２１条の

２及び第２２条関係） 

「新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当」を「特定新型インフルエンザ

等対策派遣手当」に改め、「新型インフルエンザ等緊急事態措置」を「特定

新型インフルエンザ等対策」に改めます。

○ 給料表の水準の改定（第３条関係（別表第１）） 

   民間の初任給との間に差があること等を踏まえ、給料表を大卒程度に係る

初任給については１１，０００円、高卒者に係る初任給については１２，０

００円引き上げます。若年層に重点を置き、そこから改定率を逓減させる形

で引き上げます。 

定年前再任用短時間勤務職員の基準給料月額についても改定します。 
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○ 期末手当の引上げ（第２０条関係） 

   令和５年度の一般職の期末手当の支給月数を令和４年度と比較して年間

で０．０５月分引き上げ、１２月の期末手当に加算します。 

   令和５年度の定年前再任用短時間勤務職員の期末手当については、支給月

数を令和４年度と比較して年間で０．０２５月分引き上げ、１２月の期末手

当に加算します。 

○ 勤勉手当の引上げ（第２１条関係） 

   令和５年度の一般職の勤勉手当の支給月数を令和４年度と比較して年間

で０．０５月分引き上げ、１２月の期末勤勉手当に加算します。 

   令和５年度の定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当については、支給月

数を令和４年度と比較して年間で０．０２５月分引き上げ、１２月の勤勉手

当に加算します。 

第２条 美濃加茂市職員の給与に関する条例の一部改正 

○ 期末手当の引上げ（第２０条関係） 

   令和６年度の一般職の期末手当の支給月数を令和４年度と比較して年間

で０．０５月分引き上げます。引上げ分である０．０５月分を６月と１２月

に０．０２５月ずつ振り分け、期末手当をそれぞれ１．２２５月とします。

   令和６年度の定年前再任用短時間勤務職員の期末手当については、支給月

数を令和４年度と比較して年間で０．０２５月分引き上げます。引上げ分で

ある０．０２５月分を６月と１２月に０．０１２５月ずつ振り分け、期末手

当をそれぞれ０．６８７５月とします。 

○ 勤勉手当の引上げ（第２１条関係） 

   令和６年度の一般職の勤勉手当の支給月数を令和４年度と比較して年間

で０．０５月分引き上げます。引上げ分である０．０５月分を６月と１２月

に０．０２５月ずつ振り分け、勤勉手当をそれぞれ１．０２５月とします。

   令和６年度の定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当については、支給月

数を令和４年度と比較して年間で０．０２５月分引き上げます。引上げ分で

ある０．０２５月分を６月と１２月に０．０１２５月ずつ振り分け、勤勉手

当をそれぞれ０．４８７５月とします。 

 【参考】期末手当及び勤勉手当の見直し（一般職） 

区 分 
現行 

（R5.4.1時点） 

改正後 

（R5.12.1時点） 

改正後 

（R6.4.1時点） 

引上げ分 

６月 

支給割合 

期

末 
１．２０月 

期

末 
１．２０月 

期

末 
１．２２５月  
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勤

勉 
１．００月 

勤

勉 
１．００月 

勤

勉 
１．０２５月  

１２月 

支給割合 

期

末 
１．２０月 

期

末 
１．２５月 

期

末 
１．２２５月  

勤

勉 
１．００月 

勤

勉 
１．０５月 

勤

勉 
１．０２５月  

合 計 ４．４０月 ４．５０月 ４．５０月 ０．１０月 

 【参考】期末手当及び勤勉手当の見直し（一般職（定年前再任用短時間勤務

職員）） 

区 分 
現行 

（R5.4.1時点） 

改正後 

（R5.12.1時点） 

改正後 

（R6.4.1時点） 

引上げ分 

６月 

支給割合 

期

末 
０．６７５月 

期

末 
０．６７５月 

期

末 
０．６８７５月  

勤

勉 
０．４７５月 

勤

勉 
０．４７５月 

勤

勉 
０．４８７５月  

１２月 

支給割合 

期

末 
０．６７５月 

期

末 
０．７０月 

期

末 
０．６８７５月  

勤

勉 
０．４７５月 

勤

勉 
０．５０月 

勤

勉 
０．４８７５月  

合 計 ２．３０月 ２．３５０月 ２．３５０月 ０．０５月 

◎ 施行期日等（附則） 

〇 施行期日等（第１項及び第２項） 

   この条例は、公布の日から施行します。ただし、第２条の規定は、令和６

年４月１日から施行します。 

第１条の規定による改正後の第２０条第２項及び第３項、第２１条第２項

並びに別表第１の規定は、令和５年４月１日から適用します。 

〇 給与の内払（第３項） 

   第１条の規定による改正後の第２０条第２項及び第３項、第２１条第２項

並びに別表第１の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前

の第２０条第２項及び第３項、第２１条第２項並びに別表第１の規定に基づ

いて支給された給与は、同条の規定による改正後の第２０条第２項及び第３

項、第２１条第２項並びに別表第１の規定による給与の内払とみなします。
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〔議第７６号〕 

   美濃加茂市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

【議案書：４２頁】 

◎ 改正の概要 

令和５年８月７日に行われた人事院勧告を受けた国家公務員の一般職及び

特別職の給与改定に準じ、常勤の特別職（市長、副市長及び教育長）の期末手

当を引き上げるため条例を改正するものです。 

◎ 改正の主な内容 

第１条 美濃加茂市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部改正 

○ 期末手当の引上げ（第５条関係） 

   令和５年度の期末手当の支給月数を令和４年度と比較して年間で０．１

０月分引き上げ、４．５０月とし、引上げ分については、１２月の支給月数

に加算します。 

第２条 美濃加茂市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部改正 

 ○ 期末手当の引上げ（第５条関係） 

   令和６年度の期末手当の支給月数を令和４年度と比較して年間で０．１

０月分引き上げ、４．５０月とし、引上げ分である０．１０月分を６月と１

２月に０．０５月ずつ振り分け、それぞれ２．２５月とします。 

【参考】期末手当の見直し 

区 分 
現行 

（R5.4.1時点） 

改正後 

（R5.12.1時点） 

改正後 

（R6.4.1時点） 
引上げ分 

６月 

支給割合 
２．２０月 ２．２０月 ２．２５月  

１２月 

支給割合 
２．２０月 ２．３０月 ２．２５月  

合 計 ４．４０月 ４．５０月 ４．５０月 ０．１０月 

◎ 施行期日等（附則） 

〇 施行期日等（第１項及び第２項）

  この条例は、公布の日から施行します。ただし、第２条の規定は、令和６

年４月１日から施行します。 

第１条の規定による改正後の規定は令和５年１２月１日から適用しま
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す。 

〇 期末手当の内払（第３項）

第１条の規定による改正後の規定を適用する場合においては、同条の規

定による改正前の規定に基づいて支給された期末手当は、同条の規定によ

る改正後の規定による期末手当の内払とみなします。 
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〔議第７７号〕 

   美濃加茂市会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例 

【議案書：４４頁】 

◎ 改正の概要 

民間の特別給（ボーナス）の支給割合との均衡を図るため、期末手当の支給

月数を０．０２５月分引き上げる改正を行うものです。 

◎ 改正の主な内容 

美濃加茂市会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正 

○ 期末手当の引上げ（第８条関係） 

   令和５年度の期末手当の支給月数を令和４年度と比較して年間で０．０

２５月分引き上げ、１．３７５月とし、引上げ分については、１２月の支給

月数に加算します。 

 【参考】期末手当の見直し  

区 分 
現行 

（R5.4.1時点） 

改正後 

（R5.12.1時点） 
引上げ分 

６月 

支給割合 
０．６７５月 ０．６７５月  

１２月 

支給割合 
０．６７５月 ０．７００月  

合 計 １．３５月 １．３７５月 ０．０２５月 

◎ 施行期日等（附則） 

〇 施行期日等（第１項）

   この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は令和５年１２月１日か

ら適用します。 

〇 期末手当の内払（第２項） 

改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給

された期末手当は、改正後の規定による期末手当の内払とみなします。
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〔議第７８号〕 

   美濃加茂市手数料条例の一部を改正する条例について

    【議案書：４６頁】 

◎ 改正の概要 

  住民票の写し等の証明書については、利用者証明用電子証明書が搭載された

個人番号カード又は移動端末設備（スマートフォン）を使用し、コンビニエン

スストア等で設置されている多機能端末機（マルチコピー機）により、交付申

請をすることができます（以下「コンビニ交付サービス」という。）。 

  現在、このコンビニ交付サービスにより取得する証明書の交付手数料は、美

濃加茂市手数料条例により、令和２年１１月１日から令和６年３月３１日まで

の期間に限り、１通３００円を 1 通２００円（戸籍記録事項証明書を除く。）

とし、さらに、美濃加茂市手数料の特例に関する条例により、令和５年２月１

日から令和６年３月３１日までの期間に限り、１通１０円としています。 

これを令和６年４月１日以降は、期間を定めず１通２００円とするもので

す。対象となる交付手数料は、次のとおりです。 

・住民票写し等交付手数料 

・戸籍附票写し交付手数料 

・租税公課証明書交付手数料 

・印鑑登録証明書交付手数料 

・戸籍記録事項証明書交付手数料 

◎ 改正の主な内容 

○ 附則の改正（第３項） 

   附則第３項に定める期間を削ります。また、同項に掲げる表の左欄に戸籍

記録事項証明書交付手数料を追加します。 

◎ 施行期日（附則）

  この条例は、令和６年４月１日から施行します。 
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〔議第７９号〕 

  美濃加茂市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の一部を改正する条

例について 

【議案書：４７頁】

◎ 改正の概要 

放課後児童健全育成事業（以下「放課後児童クラブ」という。）について、

保育所等に準じた運用とすることで、子育て支援の充実と保護者の利便性

向上を図るものです。 

◎ 改正の主な内容 

〇 利用要件の変更（第６条関係） 

産前又は出産後に利用できる期間について、産前６週間以内又は出産

後８週間以内となっているものを、産前６週間に該当する日が属する月

の初日又は出産後８週間に該当する日の翌日が属する月の月末とするも

のです。 

○ ３か月滞納による利用の制限の明確化（第８条関係） 

当該児童につき累計３か月放課後児童クラブ保育料（以下「保育料」と

いう。）を滞納したときは、利用を制限する旨を明確化するものです。

○ 保育料の日割計算の導入（第１１条関係） 

月の途中から利用の開始となった場合、又は月の途中で利用の終了を

した場合に保育料の日割計算を導入するものです。 

   日割計算の詳細については規則で定めます。

○ 保育料の減免対象の拡大（第１２条関係） 

   放課後児童クラブの保育料について、保育所等の保育料の減免に準じ

た規定とするものです。

  ◇参考◇ 規則で定める減免対象

・生活保護世帯 免除 

・準要保護世帯 １／２減額 

・住民税非課税世帯 １／２減額 

・上記に掲げる世帯のほか、市長が認めた世帯 

◎ 施行期日等（附則） 

〇 施行期日（第１項） 

この条例は、令和６年１月１日から施行します。 

〇 経過措置（第２項）

   改正後の規定は、令和６年度以降の事業について適用し、令和５年度分
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までの事業については、なお従前の例によるものとします。 
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〔議第８０号〕 

美濃加茂市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

【議案書：５１頁】 

◎ 改正の概要 

〇 法改正情報 

公布された法令 〇全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築する

ための健康保険法等の一部を改正する法律（令和５

年法律第３１号） 

〇全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築する

ための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の

施行に伴う関係政令の整備に関する政令（令和５年

政令第２４３号） 

条例改正に影響

する施行日 

令和６年１月１日 

改正された法令 〇国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号。以下

「法」という。） 

〇国民健康保険法施行令（昭和３３年政令第３６２号。

以下「令」という。） 

〇国民健康保険法施行規則（昭和３３年厚生省令第５

３号。以下「規則」という。） 

条例改正に影響

する条 

法第７２条の３の３、令第２９条の７及び規則第３２

条の１０の２ 

〇 条例改正趣旨 

出産被保険者の産前産後期間における国民健康保険料を免除し、その免除

相当額を国、都道府県及び市町村で負担することとなるため、所要の改正を

行うものです。 

◎ 改正の主な内容 

〇 所得割及び被保険者均等割額の減額（第３２条の４及び第３７条の３関

係） 

次の期間について所得割及び被保険者均等割額の減額をします。 

  ・ 単胎妊娠の場合：出産予定月の前月から出産予定月の翌々月までの 

４箇月間 

  ・ 多胎妊娠の場合：出産予定月の３月前から出産予定月の翌々月までの 

            ６箇月間 
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◎ 施行期日等（附則） 

〇 施行期日（第１項） 

この条例は、令和６年１月１日から施行します。 

〇 経過措置（第２項） 

この条例による改正後の第３２条の４の規定は、令和５年度分の保険料の

うち令和６年１月以後の期間に係るもの及び令和６年度以後の年度分の保

険料について適用し、令和５年度分の保険料のうち令和５年１２月以前の期

間に係るもの及び令和４年度分までの保険料については、なお従前の例によ

るものとします。
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〔議第８１号〕 

   美濃加茂市水道事業給水条例の一部を改正する条例について 

【議案書：６７頁】 

◎ 改正の概要 

○ 法改正情報 

公布された法令 生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整

備に関する法律（令和５年法律第３６号） 

条例改正に影響

する施行日 

令和６年４月１日 

改正された法令 水道法（昭和３２年法律第１７７号） 

条例改正に影響

する条 

第１６条の２ 

○ 条例改正趣旨 

水道法が改正されたことにより、水道整備・管理行政に係る事務の一部の

権限が厚生労働大臣から国土交通大臣に移管されるため、所要の改正を行

うものです。 

◎ 改正の主な内容 

〇 厚生労働大臣から国土交通大臣への事務権限移管への対応（第１０条及

び第３６条関係） 

「厚生労働省令」を「国土交通省令」に改めます。 

◎ 施行期日（附則） 

この条例は、令和６年４月１日から施行します。 
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〔議第８２号〕 

   美濃加茂市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条

例について 

【議案書：６９頁】 

◎ 改正の概要 

○ 法改正情報 

公布された法令 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一

部を改正する法律（令和５年法律第１４号） 

条例改正に影響

する施行日 

令和５年９月１日 

改正された法令 新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律

第３１号） 

条例改正に影響

する条 

第２６条の８、第４４条 

○ 条例改正趣旨

地方公共団体の事務の代行等の対象が「新型インフルエンザ等緊急事態

措置」から「特定新型インフルエンザ等対策」へ拡大されたことに伴い、当

該対策の実施のために派遣された職員に支給することができる手当の名称

が変更されたため、所要の改正を行うものです。 

◎ 改正の主な内容 

〇 手当の種類及び災害派遣手当等に関する規定の改正（第２条及び第１３

条の２関係） 

「新型インフルエンザ等緊急事態措置」を「特定新型インフルエンザ等対

策」に改め、「新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当」を「特定新型イン

フルエンザ等対策派遣手当」に改めます。 

◎ 施行期日（附則） 

この条例は、公布の日から施行します。 
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